
避難行動要支援者名簿の概要

１ 概要
〇 避難行動要支援者名簿は、災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする方（避難行動
要支援者）の名簿を作成し、名簿情報を自主防災組織や自治会、民生委員など地域の関係者に提供
して、避難支援などに活用するものです。

〇 平成25年6月に災害対策基本法が改正され、名簿作成が市町村の義務となりました。

２ 内容 ３ 名簿作成から活用までの流れ
■ 名簿の対象者 （施設入所者や長期入院の方は対象外）

ア 要介護認定３～５を受けている方
イ 身体障害者手帳の第１種及び第２種の１級・２級を所持する方
（心臓、じん臓機能障害のみで該当する方は除く）

ウ 療育手帳Ａを所持している方
エ 精神障害者保健福祉手帳１級・２級を所持している方
オ 難病患者で、岡山県が作成する難病患者災害時要援護者リストに掲載された方
カ アからオに該当しないが、避難支援等を要する状況にあり、かつ自ら避難支援
等を希望し、名簿への掲載を申請した方

キ アからオに該当しないが、避難支援等関係者から、本人又は親権者、法定代理
人等の同意を得た上で、名簿への掲載申請があった方

※「カ」、「キ」の要件に基づき名簿掲載を希望する場合は、本人等から市へ
名簿掲載申請書を提出。

■ 名簿に掲載される情報

氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号又はその他連絡先、
避難支援等を必要とする理由など

■ 名簿情報の提供先（避難支援等関係者）

自主防災組織、自治会、民生委員、社会福祉協議会、
美作市消防本部、美作市消防団、岡山県警察

①市が保有している情報に基づき、対象者を抽出。
②市から対象者に対して、平常時から関係者へ名簿情報
を提供することについての同意書を送付。

③対象者から市へ同意書を提出。
④同意していただいた方のみを掲載した名簿（同意者名
簿）を作成し、避難支援等関係者に提供。

⑤災害時の安否確認などの避難支援や、
平常時にも、見守りや、個別避難計画の作成に活用。

避難の支援が必要な方（要支援者）
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民生委員など
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名簿の様式

〇 避難行動要支援者名簿の記載例は以下のとおりです。 以下の記載例は自主防災組織・自治会に提供しているものです。

（民生委員への名簿記載例）



名簿関連資料の様式

要支援者名簿に関する資料のうち、以下の３点の様式を掲載しております。
①名簿情報を平常時から避難支援等関係者へ提供することに関する同意書
②本人や家族等から申請に基づき名簿掲載を行う際にご提出いただく申請書
③関係者（自治会や民生委員等）から、本人等の同意を得た上で、申請に基づき名簿掲載を行う際に
ご提出いただく書類

①同意書 ②名簿掲載申請書（本人等から） ③名簿掲載申請書（関係者から）
※裏面に注意事項
等の記載あり

※裏面に注意事項等の記載あり ※裏面に注意事項等の記載あり



個別避難計画の概要

１ 概要

〇 個別避難計画とは、要支援者ごとに避難支援者や避難先などを決めた計画です。
〇 対象者に計画作成等に関する同意を確認し、自主防災組織や自治会などの地域の関係者を中心に作成
していただきます。

〇 令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務となりました。

２ 内容
■ 作成の対象者

平常時から避難行動要支援者名簿の情報を提供することに同意された方

※対象者の方全員に、計画作成についての同意確認をします。

■ 計画作成

自主防災組織や自治会などの地域の関係者の方を中心に、民生委員や社会

福祉協議会の福祉関係者にもご協力いただきながら、地域での計画作成を

進めていただきます。

■ 作成した計画の共有等

地域で作成した計画は市に提出します。

市は、要支援者の迅速かつ効率的な避難に結びつける

ために、同意を得られた方の計画情報を避難支援等関

係者へ提供します。■ 計画の内容

名簿の情報（氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号又はそ

の他連絡先、避難支援等を必要とする理由）のほか、

避難支援者や避難先、避難経路等を記載します。

■ 名簿や計画の活用にあたっての留意点

避難支援は、支援をする方の安全が確保された上で、で

きる範囲で行われるものです。災害の規模やその時の状

況によっては、支援ができない場合もあります。

また、避難支援者は、法的な責任や義務を負うものでは

ありません。



計画の様式
〇 個別避難計画（地域作成用）の記載例は以下のとおりです。


